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─ 1 ─

令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号

○宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する
　規則………………………………………………………（会計課）６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
　するための法律施行細則の一部を改正する規則…（障がい福祉課）１

規　　　　　則

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和２年７月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第39号
　　　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年宮崎県規則第83号）の一部を次のように改正する。
　別記様式第８号及び別記様式第10号を次のように改める。



─ 2 ─

宮　崎　県　公　報令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号



─ 3 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号



─ 4 ─

宮　崎　県　公　報令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号

改正前 改正後
様式第11号（第９条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第12号（第９条関係）
　　［略］

様式第14号（第10条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その１）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その２）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その３）（第11条関係）
　　［略］

様式第11号（第９条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第12号（第９条関係）
　　［略］

様式第14号（第10条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その１）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その２）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第15号（その３）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第16号（その１）（第11条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第16号（その１）（第11条関係）
　　［略］

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

フリガナ
氏　　名

性別

　［略］

フリガナ
氏　　名
　［略］

　［略］
受
診
者

フ リ ガ ナ 性　別 　［略］
氏　　　　名 男・女
　［略］

　［略］

受
診
者

フ リ ガ ナ 性　別 　［略］
氏　　　　名 男・女
　［略］

　［略］

　［略］
受
診
者

フ リ ガ ナ 　［略］
氏　　　　名
　［略］

　［略］

受
診
者

フ リ ガ ナ 　［略］
氏　　　　名
　［略］

　［略］

　［略］
自立支援医療を行
うための収容設備
の定員

人 役員の氏名、
生年月日及び
住所

　［略］

　［略］
自立支援医療を行うための収容設
備の定員

人

　［略］

　［略］
調剤のために必要な設備
及び施設の概要
役員の氏名、生年月日及
び住所
　［略］

　［略］
主として担当する医師の経歴
役員の氏名、生年月日及び住
所
　［略］

　［略］
主として担当する医師の経歴

　［略］

　［略］
調剤のために必要な設備
及び施設の概要

　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数

役員の氏名、生年月日及び住所
　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数

　［略］



─ 5 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号

　　［略］
様式第16号（その２）（第11条関係）
　　［略］

様式第16号（その３）（第11条関係）
　　［略］

様式第18号（その１）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第18号（その２）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第18号（その３）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］

　　［略］
様式第16号（その２）（第11条関係）
　　［略］

様式第16号（その３）（第11条関係）
　　［略］

様式第18号（その１）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第18号（その２）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第18号（その３）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第19号（その１）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第19号（その２）（第13条関係）
　　［略］

様式第19号（その１）（第13条関係）
　　［略］

　　［略］
様式第19号（その２）（第13条関係）
　　［略］

　［略］
自立支援医療を行うための収容設備の定員 　［略］
役員の氏名、生年月日及び住所の変更の有
無

有・無

　［略］

　［略］
自立支援医療を行うための収容設備の定員 　［略］

　［略］

　［略］
主として担当する医師の氏名
役員の氏名、生年月日及び住
所の変更の有無

有・無

　［略］

　［略］
薬剤師の氏名

　［略］
薬剤師の氏名 　［略］
役員の氏名、生年月日及び住
所
　［略］

　［略］
調剤のために必要な設
備及び施設の変更の有
無

　［略］

役員の氏名、生年月日
及び住所の変更の有無

有・無

　［略］

　［略］
調剤のために必要な設
備及び施設の変更の有
無

　［略］

　［略］

　［略］
主として担当する医師の氏名

　［略］

　［略］
薬剤師の氏名

　［略］
薬剤師の氏名 　［略］

　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数

役員の氏名、生年月日及び住所
　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数

　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数の変更の
有無

　［略］

役員の氏名、生年月日及び住所の変更の有無 有・無
　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数の変更の
有無

　［略］

　［略］
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宮　崎　県　公　報令和 ２ 年 ７ 月 １ 日（水曜日）　号外　第 19 号

様式第19号（その３）（第13条関係）
　　［略］

様式第19号（その３）（第13条関係）
　　［略］

役員の氏名、生年月日及び住
所の変更の有無

有・無

　［略］ 　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数の変更の
有無

　［略］

役員の氏名、生年月日及び住所の変更の有無 有・無
　［略］

　［略］

訪問看護ステーション等
　［略］
職員の定数の変更の
有無

　［略］

　［略］

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（以下
　「改正前の規則」という。）の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社
　会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
３　この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
　できる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。　　
　　令和２年７月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第40号
　　　宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第３条関係）
　１　［略］
　２　使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に
　　基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの
　　(１)～(344)　［略］
　　(345)　覚せい剤製造業者指定申請手数料
　　(346)　覚せい剤施用機関指定申請手数料
　　(347)　覚せい剤研究者指定申請手数料
　　(348)　覚せい剤原料輸入業者指定申請手数料
　　(349)　覚せい剤原料輸出業者指定申請手数料
　　(350)　覚せい剤原料製造業者指定申請手数料
　　(351)　覚せい剤原料取扱者指定申請手数料
　　(352)　覚せい剤原料研究者指定申請手数料
　　(353)　覚せい剤製造業者等指定証再交付手数料
　　(354)～(576)　［略］
　３～７　［略］

別表第１（第３条関係）
　１　［略］
　２　使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に
　　基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの
　　(１)～(344)　［略］
　　(345)　覚醒剤製造業者指定申請手数料
　　(346)　覚醒剤施用機関指定申請手数料
　　(347)　覚醒剤研究者指定申請手数料
　　(348)　覚醒剤原料輸入業者指定申請手数料
　　(349)　覚醒剤原料輸出業者指定申請手数料
　　(350)　覚醒剤原料製造業者指定申請手数料
　　(351)　覚醒剤原料取扱者指定申請手数料
　　(352)　覚醒剤原料研究者指定申請手数料
　　(353)　覚醒剤製造業者等指定証再交付手数料
　　(354)～(576)　［略］
　３～７　［略］

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
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